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【持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会設置の趣旨】 

 

人口減少、高齢化、エネルギー制約、予想される災害等の中で希求される持続可能社

会において、重要な社会資産となる既存共同住宅ストックについて、ストックの戦略的維持

管理の観点から、その持つべき性能、実現のための改修等の技術・制度の基盤や支援な

どを総合的に検討し、必要な制度改正や情報提供等の体制整備を図ることを目的に勉強

会を設置した。 
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 周三
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や さ わ

 寿
とし
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み

  東京大学地震研究所教授 ※耐震性 WG 

  河野
こ う の

  守
まもる

    東京理科大学教授    ※防災性 WG 

  小林
こばやし

 重敬
しげのり

      東京都市大学教授 

髙
たか

橋
はし

 紘士
ひろし

   国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授 

財団法人高齢者住宅財団理事長 
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の ぐ ち
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文
ふみ

   東京大学准教授     ※耐久性・耐用性 WG 
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    芝浦工業大学教授 ※総合 WG、耐久性・耐用性 WG 

        委員名は五十音順で掲載 

この勉強会では、耐久性・耐用性 WG、環境・省エネルギーWG、耐震

性 WG、防災性 WG、総合 WG の５つのワーキンググループを設置して

調査を進めた。※印は各 WG の担当委員である。 
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【開催経緯】 
 

 

勉強会／ 

ヒアリング 

開催日 内  容 

第１回勉強会 平成 24 年２月６日 ５つの WG（総合、耐久性・耐用性、環境・省

エネルギー、耐震性、防災性）の設置 

ヒアリング 平成 24 年３月 14 日、

15 日 

・独立行政法人 都市再生機構 

・(株)長谷工コミュニティ 

・三菱地所コミュニティ(株) 

・三井不動産住宅サービス(株) 

・(株)大京アステージ 

・日本ハウズイング(株) 

・日本総合住生活(株) 

第２回勉強会 平成 24 年４月３日 共同住宅の改修要素技術の収集整理 

共同住宅の改修要素技術のさらなる収集と活

用方法 

ヒアリング 平成 24 年４月 19 日、

23 日、24 日 

・（一社）日本マンション管理士会連合会 

・（一社）マンション計画修繕施工協会 

・建物診断設計事業協同組合 

・(株)青木茂建築工房 

・(株)リビタ 

・(一社)ESCO 推進協議会 

第３回勉強会 平成 24 年５月 14 日 共同住宅の再生のための技術の調査状況 

共同住宅の再生のための技術の活用方向 

第４回勉強会 平成 24 年７月４日 共同住宅の再生のための技術の調査状況 

共同住宅の再生のための論点ととりまとめ 

第５回勉強会 平成 24 年 8 月 23 日 調査結果のとりまとめ 

 

 

 

   【事務局】 

   国土交通省住宅局市街地建築課 

  国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部  
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０ はじめに 

 

ストック型社会への転換が求められる中で、住宅について、「いいものを作って、き

ちんと手入れして、長く大切に使う」ことが求められている。新築住宅については長期

優良住宅の普及促進を図る制度などが整備されてきていることから、今後は住宅スト

ックをきちんと手入れして長く大切に使うための施策を充実させる必要がある。 

既存住宅を長く使うためには、経年により発生した劣化を補修する必要があるほか、

建築当時の性能を現在の居住者等のニーズに沿うよう引き上げることが求められる場

合があるが、これらの工事は必ずしも円滑に行われているわけではない。この背景と

して、共同住宅は構造が複雑であり、なかでもマンションは一つの建物を多数の者が

区分所有するなど権利関係が複雑であることから、共同住宅の修繕や改修に係る技

術やその活用方策が理解されていないことが考えられる。 

このため、マンション管理組合の運営の適正化を推進するための施策の展開とあ

わせ、適切な修繕・改修が実施されることを目指した共同住宅ストックの再生に関す

る技術情報の基盤整備に向けた取り組みが必要であるとの認識の下、本勉強会にお

ける調査検討を進めることとした。 

 

 

１ 共同住宅ストックの現状と調査すべき再生技術 

 

本勉強会で共同住宅ストックの活用方策を検討するに当たり、まず、対象とする共

同住宅や再生する技術の範囲について明確にすることとした。具体的には、共同住

宅のなかでもストックが多数存在する構造方法等に着目するとともに、これからの時

代に特に重要性が高いと考えられる性能分野を抽出し、これらの性能の向上に資す

る共同住宅の再生技術を調査するように検討を進めた。 

 

(１) 共同住宅ストックの現状 

日本の住宅ストック（約４９６０万戸）のうち、共同住宅（約２０８６万戸）は約４割を占

める。共同住宅の構造として多く採用されているのが、２０世紀初頭に日本に紹介さ

れた鉄筋コンクリート構造である。1960 年代頃からの中高層住宅の大量建設に活用

され、住宅ストックの約３割（約 1371 万戸）は、鉄筋コンクリート３階建て以上の共同住

宅で占められている。 

鉄筋コンクリート造の共同住宅のストックについて、供給時期は昭和 30 年代以降

のものが多く※１、階数別では３～15 階建てのものが多い※２。区分所有された共同住

宅（マンション）や賃貸用の共同住宅として供給されているため、所有関係別では持

ち家と借家のいずれも多い※３。 
※１ 鉄筋・鉄骨コンクリート造、３階建て以上の共同住宅 12,824 千戸のうち、昭和 35 年以降に

建設されたものは 12,741 千戸（99％）【H20 住宅・土地統計調査】 
※２ 鉄筋・鉄骨コンクリート造の共同住宅 15,039 千戸のうち、１～２階建ては 1,332 千戸（９％）、

15 階建て以上は 571 千戸（４％）【H20 住宅・土地統計調査】 
※３ ３階建て以上の共同住宅 12,848 千戸のうち、持ち家は 4,057 千戸（32％）、借家は 8,791

千戸（68％） 【H20 住宅・土地統計調査】 
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(２) 共同住宅で実施されている工事 

鉄筋コンクリート造の共同住宅は、外壁、屋上防水、給水設備など各部位に経年

劣化が生じることから、補修のための修繕工事が必要になる。また、近年、新築住宅

の仕様、耐震性能、省エネルギー性能等が向上していることに対応し、既存住宅に

ついてもその性能を向上させる改修工事へのニーズが高まっている。 

共同住宅で実施されている工事の状況をみると、専有部分で行われる工事は多い

ものの、共用部分では少ない※４。また、工事の内容も、劣化や壊れた部位を元に戻

す修繕工事は多いものの、耐震改修など性能を向上させる改修工事は少ない※５。 

※４ 共同住宅の劣化や壊れた部位の更新・修繕を目的とした工事の受注件数は、専有部分

578 千件に対し、共用部分 41 千件【H22 建築物リフォームリニューアル調査】 

※５ マンション総合調査に回答した昭和 54 年以前に建設されたマンション管理組合 269 件の

うち、耐震改修を行った（行う予定）は 18 件（７％）【H20 マンション総合調査】 

 

(３) 本勉強会で調査する共同住宅の再生技術 

このような現状を踏まえ、本勉強会では、ストックが多数存在する鉄筋コンクリート

造の中高層の共同住宅を想定して、現状では事例が少ない主にマンションの共用部

分で実施される工事に関する技術を調査することとした。また、調査は、持続可能社

会の共同住宅ストックとして求められる重要な要素である性能分野として「耐久性・耐

用性」「環境・省エネルギー性能」「耐震性」「防災性」「高齢者対応」を抽出し、各性

能の向上に資する再生技術を対象に進めることとした。 

 

 

２ 既存共同住宅における大規模計画修繕・改修工事の実施プロセスと情報の必要性 

 

既存共同住宅における工事については、賃貸住宅の場合、共用部分、専用部分

の別を問わず、賃貸住宅所有者が実施を決定する。一方、区分所有された共同住宅

（マンション）の場合、専有部分は原則として区分所有者が決定できるが、共用部分

の工事の場合は区分所有者の団体（管理組合）で決定しなければならない。 

既存建築物における大規模計画修繕や改修の工事は、所有者が問題に気づく、

建築士等の専門家に調査・診断を依頼する、調査・診断を行った専門家が工事計画

（実施方針）を所有者に提案する、専門家が所有者の了解を得ながら基本設計・実

施設計・積算を行う、所有者が施工業者を選定して工事を発注するといったプロセス

を経て実現される。 

このため、所有者が問題に気づく、専門家に調査・診断を依頼する、専門家から所

有者に提案する、所有者が工事を発注するといった各段階で、所有者がその必要性

について納得できる情報が必要とされ、特にマンションの場合には、多数の区分所有

者がその必要性について納得し、合意形成できる情報である必要がある。また、性能

を向上させる改修をする場合には、修繕により現状を回復するときに較べて、性能の

向上がなぜ必要であるか、どのような効果が期待されるのかについて詳しい情報が
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必要とされる。 

共同住宅ストックの再生に関する技術は、こうしたプロセスを経て選択、適用される

ものであるため、これら技術について、どの段階で、どのような情報を、どのように伝え

るかを検討することが重要である。 

 

(１) 所有者（区分所有者）が気づく段階 

外装材の劣化は、建物の美観の悪化にとどまらず、雨水進入や構造耐力の低下

等の問題につながることがある。また、設備の劣化は、漏水、つまり、水質悪化などの

生活上の問題につながることがある。このため、建物の各部に劣化や異常があれば、

放置せずに対処することが必要である。 

建築基準法改正による昭和 56 年の新耐震基準の適用前に建設された共同住宅

のなかには、耐震性能が不足し、大地震の際に倒壊するおそれがあるものが含まれ

ている。また、近年の新築住宅では、省エネルギー性能をはじめ様々な性能につい

て、高い水準を実現しており、既存住宅でも高い性能を実現できる改修技術が開発

されている。このように、過去に建設された共同住宅について、建設後の技術的知見

の蓄積により問題が明らかになったものや、技術水準の向上により、改修による性能

向上が期待できるものがあることについて認識を広める必要がある。 

このため、経年劣化の発見や性能の把握につながるよう、工事等の履歴の蓄積や

建物の自己診断など、所有者（区分所有者）の気づきを促すための情報が求められ

ている。 

 

(２) 所有者（管理組合）が専門家に調査・診断を依頼する段階 

定期点検などにより把握した建物の劣化について、修繕の要否や修繕する部位、

工事費を明らかにするためには、建築士などの専門家に調査・診断を依頼する必要

がある。なお、発見された劣化の調査・診断をおろそかにして、経過年数だけで工事

内容を決定すると、不要不急の工事の実施につながりかねないことに留意する。また、

昭和 56 年の新耐震基準の適用前に建設された共同住宅では、耐震性が足りている

かどうかを確認するために、専門家に耐震診断を依頼する必要がある。 

このため、問題への気づきが、所有者（管理組合）から専門家への劣化状況の調

査・診断や耐震診断につながるよう、調査・診断業務はだれが担うのか、調査の内容

や調査結果がどういう工事に結びつくのかなどの調査・診断に関する情報が求めら

れている。 

 

(３) 専門家が所有者（管理組合）に提案する段階 

専門家は、劣化状況の調査・診断や耐震診断の結果を所有者（管理組合）に報告

する際に、専門的な知識に基づく調査結果を正確でわかりやすく報告することが必

要である。また、調査・診断結果を踏まえて講じるべき対策について、的確に計画す

るだけでなく、その意義や内容を分かりやすく伝えることが重要である。このような修

繕・改修の提案は、所有者だけでなく、居住者、金融機関等の関係者の理解を得る

ことにもつながる。 
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このため、さまざまなニーズに対応した修繕・改修の提案ができる専門家の活躍が

求められており、専門家が利用できる修繕・改修技術の情報提供や、既存共同住宅

の修繕・改修に習熟した専門家の育成が求められている。  

 

(４) 所有者（管理組合）が工事を発注する段階 

調査・診断結果やそれを踏まえた提案を受けた所有者（管理組合）は、修繕・改修

の実施の要否について判断し、工事内容、施工業者等を決定しなければならない。

この工事は、日常の管理で行われる不具合のあった箇所の修繕に較べて、代金は高

額になり、大規模・複雑になることが多い。 

このため、所有者（管理組合）が工事を実施できるよう経済面での環境が整備され

るとともに、工事の実施についての判断や決定に役立つ信頼できる技術的な情報が

求められている。 

 

 

３ 共同住宅の再生に資する技術の調査・分析 

 

本勉強会では、耐久性・耐用性、環境・省エネルギー性能、耐震性、防災性、高齢

者対応の５つの性能分野について、それぞれ WG（高齢者対応の分野は総合 WG）

を設置して検討を進めた。また、総合 WG では、マンション管理会社からのヒアリング

等により、共同住宅の修繕・改修がどのように実施されているか実態を調査するととも

に、収集した技術について、適用される建物の部位を整理する等、分野を横断した

分析を行った。 

各 WG で共同住宅の再生に資する調査・診断技術と改修技術を収集し、その活用

方法を調査したところ次のような現状が明らかになった。 

 

(１) 耐久性・耐用性分野の再生技術（耐久性・耐用性ＷＧ） 

耐久性・耐用性分野では、躯体・外壁の改修、屋上防水、配管設備の更新など、

劣化状況の調査・診断技術、修繕等する技術を調査した。 

これらの技術は、劣化状況を踏まえて関連する部位をまとめて修繕する計画修繕

工事や、なかでも外壁改修等のために足場を設置して行う大規模計画修繕工事とし

て実施されている。 

築８０年を超える建物の躯体を改修して共同住宅として活用している事例があるな

ど、劣化した躯体を補修し活用できる改修技術が開発されている。ただし、劣化の進

捗により改修工事費が嵩むことに留意しなければならない。 

 

  (２) 環境・省エネルギー性能分野の再生技術（環境・省エネルギーＷＧ） 

環境・省エネルギー性能分野では、断熱改修、設備機器の省エネルギー化など既

存住宅の省エネルギー性能を向上させるための技術等を調査した。 

新築住宅の省エネルギー性能が向上していることに対応し、さまざまな改修技術

が開発されている。これらの技術は、主として計画修繕工事の際に、断熱性能の向上
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等につながる工法が選択される等により活用されている。 

新築では導入事例が見られるようになった共同住宅のスマート化は、既存住宅や

スケールメリット等を生かした団地への導入も期待される。 

   

(３) 耐震性分野の再生技術（耐震性ＷＧ） 

耐震性分野では、耐震診断を行って耐震改修する技術を調査した。 

強度増大型補強、靱性能増大型補強、免震改修、制震改修の中から技術や適用

する部位を適切に選択すれば、必要な耐震性を確保するよう改修できる。また補強

部材の配置を外部にする等工夫することによって、建物の使用性や生活環境への影

響を減少させることができる。 

なお、東日本大震災では、二次壁などの損傷により建物の継続使用が困難になっ

た事例が見られたものの、共同住宅の大破、倒壊はほとんど見られず、現在の耐震

基準は集合住宅の耐震安全性に有効であると報告された。また、耐震改修に要した

工事費について調査したが、建物ごとに耐震性能を診断して設計されるために大き

なばらつきが見られた。 

 

(４) 防災性分野の再生技術（防災性ＷＧ） 

防災性分野では、大地震において倒壊を免れた建物の中で被災後の生活を継続

するために必要な電力や上水の確保、備蓄等を実現するための技術を調査した。 

被災時において確保しようとする生活水準（災害時のクオリティ・オブ・ライフ）の目

標を共有して、既存設備等を活用して実現できるよう、改修方策の選択肢を提案し

た。 

 

(５) 高齢者対応分野の再生技術（総合ＷＧ） 

高齢者対応分野では、高齢者が利用しやすいよう既存共同住宅を改修する技術

を調査した。 

新築住宅の高齢者対応仕様の普及に伴い、既存住宅についても、個人が自由に

改修できる専有部分や、合意の形成されやすいスロープ設置等の共用部分の改修

が行われている。 

団地では、施設や住宅を改修して、高齢者が必要とするサービスを提供する施設

やサービス付き住宅等への転用が進められている事例があった。 

 

(６) 分野横断的な技術の分析（総合ＷＧ） 

共同住宅ストックの躯体・設備の保有する性能や仕様は建設時期により変化して

おり、それぞれの時期ごとに改修技術の適用可能性は異なる。このため、国土技術

政策総合研究所が実施した「多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・管理技術

の開発（多世代利用総プロ）」における研究成果をもとに、共同住宅を建設時期等か

ら５つのタイプにわけて、経年劣化を補修する技術については当該技術が適用でき

るかどうか、性能を向上させる技術については現在の技術水準と建設当時の性能と

の対比からみて適用を検討すべきかどうか等について分類した。 
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また、工事を実施するに当たり、同じ部位を対象にした工事や足場を利用する工

事をまとめて同時に実施することにより、手戻りをなくすなど合理的な工事の実施、足

場設置費用の縮減、騒音等が発生する延べ日数の短縮等の効果が見込まれること

から、技術の適用される部位や足場の要不要、居住者への影響などの情報を整理分

類した。 

 

(７) 技術情報と個別技術シート集のとりまとめ 

上記の調査結果については、５つの性能分野ごとに、共同住宅ストックの課題、共

同住宅の再生技術、工事の進め方等を整理し、「技術情報」としてとりまとめた。また、

総合分野として、共同住宅のストックや工事の現状を明らかにするとともに、各分野の

個別技術を収集し、共同住宅のタイプと適用できる技術、複数の技術を同時適用で

きる可能性等について横断した分析を行い、「技術情報」としてとりまとめた。 

さらに、各性能分野から収集した共同住宅の再生に資する調査・診断技術、改修

技術（修繕工事に用いる技術を含む。）については、技術の概要、技術が適用できる

建物の部位、足場設置の要否等の情報をそれぞれ「個別技術シート」としてとりまとめ

た。 

 

技術情報 

 共同住宅ストックの再生のための技術の概要（総合）      【別紙１】 

                〃           （耐久性・耐用性）【別紙２】 

                〃           （環境・省エネルギー性能）【別紙３】 

                〃           （耐震性）     【別紙４】 

                〃           （防災性）     【別紙５】 

                〃           （高齢者対応）  【別紙６】   

個別技術シート集 １８３シート                 【別紙７】 

 改修技術 調査・診断技術 

耐久性・耐用性 ４３ １９ 

環境・省エネルギー性能 ５２ １３ 

耐震性 １９ １ 

防災性 １９ － 

高齢者対応 １７ － 

合    計 １５０ ３３ 

 

 

 

４ 共同住宅の再生のための工事の費用と効果 

 

本勉強会の調査を通じて、老朽化した共同住宅の再生や、耐震性の不足する共

同住宅の耐震改修のために活用できる多様な改修技術があることが明らかになった
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が、劣化が進んだ場合ほど改修に要する費用が高くなることも指摘された。 

また、修繕や改修、場合によっては建替えをするかどうか判断するに当たっては、

どれだけの費用がかかるか、工事によりどのような効果が得られるか等の見極めが重

要な要素になる。 

本勉強会において、共同住宅の再生のための技術を適用する工事について、そ

の費用や効果等について調査し分析した結果は次の通りである。 

 

(１) 修繕・改修の費用 

 既存建物の修繕・改修工事に要する費用は、工事の諸条件、工事規模、工事内容

などにより大きく変動するため、簡易には把握しにくいといわれるが、専門家に調査・

診断を依頼するかどうかを検討する段階では、あらかじめ所有者（管理組合）がおお

まかな費用について把握しておくことも求められる。 

また、所有者（管理組合）が修繕・改修を安心して実施するためには、専門家から

提案された価格が一般的な水準に較べて著しく高額でないか、違いの原因は何かな

ど確認できることが重要である。 

このため、外断熱改修や中層住宅へのエレベーター設置工事など代表的な工事

について事例等により工事費を調査するとともに、マンションの性能向上を実現する

契機にしやすいと考えられる大規模計画修繕について、複数の工事の組み合わせ

による工事費の構成の考え方などを調査した。 

 なお、事例の多い計画修繕工事の項目ごとの価格帯の情報や積算用の工事ごと

の単価の情報は、工事価格の調査機関から刊行物として公表されているので、活用

することが有効と考えられる。 

 

(２) 修繕・改修の効果 

所有者（管理組合）がその効果を理解し、納得しなければ、修繕・改修は実施され

ない。修繕を怠ると外壁仕上げ材等の落下、躯体の構造耐力の低下につながること、

また、新耐震基準を満たさない建物では耐震診断・改修を怠ると大地震が起こった場

合の倒壊につながることなど、生命・財産の安全の確保に加え、快適な生活の継続

や満足の向上への効果を正しく認識することが必要である。また、こうした効果をでき

る限りわかりやすく提示することが、それぞれが納得し、合意を形成していく上で重要

であると考えられる。 

共同住宅の断熱改修は、光熱費の削減により経済面なメリットを生じさせるが、本

勉強会では、さらに住環境の改善が健康に好影響を与えることを明らかにして、居住

者が健康になることによる経済的便益も加えれば、結果的に工事費の支出を回収で

きる期間が大幅に短縮されるとする定量的な試算を行った。このように工事の効果を

定量的に表す取り組みは、共同住宅の改修効果を明らかにする上で意義のあるもの

と考えられる。 

 

(３) 修繕・改修に必要な資金の確保 

共同住宅の修繕・改修を行う場合、必要な資金は、原則として所有者が負担するこ
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とになる。マンションでは、適時適切な修繕工事の実施に当たり、多数の区分所有者

から高額な一時金を徴収することが障害となりかねないため、修繕工事に必要な資

金を修繕積立金として積み立てていることが多い。 

修繕積立金は、修繕工事に必要な費用を賄うことができる金額が積み立てられて

いる必要があり、マンションごとに長期修繕計画を作成して算出されている。このため、

建物や修繕工事の実態を踏まえて長期修繕計画が作成されるよう、長期修繕計画や

修繕積立金に関する情報が充実されることが望ましい。また、既存共同住宅の改修

に要する費用を確保するために、改修についても長期修繕計画に位置付け、費用の

積立が進められることが望ましい。 

また、修繕や改修の資金を調達する手段として、住宅金融支援機構による融資制

度やマンション管理センターによる債務保証制度等がある。こうした制度の周知は重

要であるが、これらの融資等は、管理組合が申し込むものであり、管理規約の制定、

役員の選任、管理費・修繕積立金の徴収等管理組合が適正に運営されていることが

前提になることから、資金調達の円滑化のためにもマンション管理が適正に行われる

ことが重要である。 

  

 

５ 共同住宅ストックの再生に向けて 

 

本勉強会では、以上のように、既存共同住宅を修繕・改修する技術とその活用方

法について、工事の費用や効果も含めて調査し、整理分析を行った。その結果の活

用方法と、調査を通じて明らかになった今後さらに取り組むべき課題について以下の

とおりとりまとめた。 

 

(１) 技術情報と個別技術シート集の公表・普及 

本勉強会では、技術情報（総合分野及び５つの性能分野）と個別技術シート集（１

８３シート）をとりまとめた。これらの情報は、共同住宅の計画修繕で適用事例の多い

技術にとどまらず、再生に資する幅広い技術を対象としており、本勉強会が中立的な

立場でとりまとめたものとして意義が高いと考えられる。 

このため、これらの情報は、住宅所有者（区分所有者）や共同住宅の修繕・改修に

関係する事業者が、直接閲覧できるように公開すべきである。その際、利用者が目的

の情報にたどりつきやすくなるようインターネット上のリンク機能の活用等を考慮すべ

きである。 

また、これらの内容については、今後の技術開発、技術の活用状況その他技術を

とりまく環境の変化に伴い、適切な変更が求められるものであることから、必要に応じ

て更新していくべきである。 

 

(２) 各場面で役立つ情報の提供 

本勉強会の調査を通じて、所有者が問題に気づく、専門家に調査・診断を依頼す

る、専門家から所有者に提案する、所有者が工事を発注するといった各段階で技術
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情報を提供することが重要であることが明らかになった。本勉強会でとりまとめた技術

情報は、所有者が修繕・改修の意義、概要、進め方を理解するのに役立つことを意

図しているが、例えば建物の劣化を自主点検するなど場面にあわせて活用するため

には、さらにきめこまかな工夫が必要である。 

マンション管理組合の修繕・改修工事や長期修繕計画作成に役立つ情報につい

ては、現状でも国だけでなく(財)マンション管理センターなどが公表しているが、今回

の勉強会の調査を踏まえ、計画修繕の適切な実施、適切な長期修繕計画の策定と

修繕積立金の積立に向けて、これらの資料を点検し、共同住宅ストックの再生に資す

るよう充実を図っていくべきである。 

例えば、長期修繕計画は、マンションの修繕・改修に必要な資金を算出する資料と

して重要であるが、国が示す標準様式について、性能向上を目的とした改修工事を

積極的に盛り込む等の見直しを進めるべきである。 

 

(３) 技術開発、技術的知見の収集・蓄積等 

本勉強会では、共同住宅ストックの再生という観点から、各分野の性能向上に資す

る技術を収集して分析した。また、共同住宅の修繕・改修について設計や工事を請

負う事業者だけでなく、共同住宅を賃貸住宅として経営する事業者、共同住宅を改

修して転売する事業者、建物の省エネ改修を行い削減したエネルギー使用料により

改修費用を賄う事業者からもヒアリングを実施した。 

共同住宅ストックの再生が進められるためには、これらの技術が現場で活用される

ことが必要であり、ビジネスとしても成立する必要がある。共同住宅の所有者の選択

肢を広げるためだけでなく、自立したビジネスが成立するためにも、さらなる技術開発

等が求められていることが明らかになった。 

具体的には、共同住宅の調査・診断、修繕・改修をより効果的に実施できる技術の

開発を進めるべきである。例えば、中性化した躯体の耐久性を回復する電気化学的

防食工法の改良、外壁タイルを自動で検査するロボットの開発、更新が容易な配管

などの技術が開発されれば、共同住宅の修繕・改修が円滑に実施できる可能性が広

がる。また、太陽光パネルの軽量化や介護機器の小型化・高機能化など関連分野で

進められる技術開発の成果を積極的に導入することが期待される。 

また、共同住宅ストックの有効活用に役立つ技術的な知見の収集・蓄積を進めて

いくべきである。例えば、耐震補強工事に利用されている「あと施工アンカー」の適用

条件に係る知見の蓄積は、既存共同住宅を改修する工事での活用可能性につなが

るものとして期待される。東日本大震災では、構造躯体は損傷しなかったものの二次

部材が破壊された共同住宅が見られたが、大地震の後も継続使用できる設計方法の

確立に向けた技術的な知見の集積が求められる。所有者に理解してもらえなければ

実際の工事で採用されないことから、共同住宅の再生のモデル的な取り組みを促す

とともに、モデル的な事例の周知に努めることも重要である。 

さらに、建替えも含めて再生手法が適切に選択されるよう、老朽化したマンションに

ついて改修か建替えかを合理的に選択するのに役立つ技術的な知見の集積も期待

される。 
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（参照） このとりまとめは、別紙１～７に、以下のとおり対応している。 

 

目次 
対応する資料 

資料番号 ページ番号

１ 共同住宅ストックの現状と調査すべき再生技術 

(１) 共同住宅ストックの現状 

別紙１ P１～１６ (２) 共同住宅で実施されている工事 

(３) 本勉強会で調査する共同住宅の再生技術 

２ 既存共同住宅における大規模計画修繕・改修工事の実施プロセスと情報の必要性 

(１) 所有者（区分所有者）が気づく段階 

別紙１ Ｐ２４～２９ 
(２) 所有者（管理組合）が専門家に調査・診断を依頼する段階 

(３) 専門家が所有者（管理組合）に提案する段階 

(４) 所有者（管理組合）が工事を発注する段階 

３ 共同住宅の再生に資する技術の調査・分析 

(１) 耐久性・耐用性分野の再生技術（耐久性・耐用性 WG） 別紙２ 全て 

(２) 環境・省エネルギー性能分野の再生技術（環境・省エネルギーWG） 別紙３ 全て 

(３) 耐震性分野の再生技術（耐震性 WG） 別紙４ 全て 

(４) 防災性分野の再生技術（防災性 WG） 別紙５ 全て 

(５) 高齢者対応分野の再生技術（総合 WG） 別紙６ 全て 

(６) 分野横断的な再生技術の分析（総合 WG） 別紙１ Ｐ３０～４２ 

(７) 技術情報と技術シート集のとりまとめ 別紙１ P１７～２３ 

別紙７ 全て 

４ 共同住宅の再生のための工事の費用と効果 

(１) 修繕・改修の費用 別紙２ Ｐ３５、３６ 

別紙３ Ｐ２０～２３ 

別紙４ Ｐ２４ 

別紙５ Ｐ２８～３０ 

別紙６ Ｐ１５、１６ 

別紙１ Ｐ４３～４７ 

(２) 修繕・改修の効果 別紙３ Ｐ４～９ 

(３) 修繕・改修に必要な資金の確保 別紙１ Ｐ４８～５３ 

 


